
竹
内
式
部
の
天
皇
観
―
桃
園
天
皇
へ
の
『
日
本
書
紀
』
御
進
講
の
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目
的
」
に
つ
い
て
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竹
内
式
部
（
正
徳
二
〈
一
七
一
二
〉
年
～
明
和
四
〈
一
七
六
七
〉
年
）
を
思
想
的
背
景
に
し
て
起
き
た
宝
暦
事
件
に
つ
い
て
は
、
今
日
に
至
る
ま
で
多
く
の
先
学
に

よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
諸
先
学
に
於
い
て
は
、
未
だ
問
題
の
根
幹
に
掛
か
る
点
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
式
部
門
弟
が
御
進
講
を
行
う
「
目
的
」

で
あ
る
。
仮
に
彼
ら
が
何
ら
か
の
「
目
的
」
意
識
を
抱
き
な
が
ら
、
御
進
講
を
行
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
桃
園
天
皇
へ
御
伝
え
せ
ん
と
試
み
て
い
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。 

そ
こ
で
、
本
発
表
に
於
い
て
検
討
す
る
の
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
「
徳
大
寺
家
本
」
に
蔵
せ
ら
れ
た
、『
進
講
筆
記
』
で
あ
る
。
同
書
の
内
容
を
検
す
る
に
、
竹

内
式
部
の
天
皇
観
と
御
進
講
を
行
う
「
目
的
」
を
知
る
事
が
出
来
る
。
『
進
講
筆
記
』
と
は
、
一
時
的
に
御
進
講
が
中
断
さ
れ
た
際
、
桃
園
天
皇
の
命
に
応
じ
て
式
部
門
弟

ら
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
書
で
あ
っ
た
。
同
書
に
見
え
る
式
部
の
天
皇
観
と
は
、
楽
観
的
に
天
皇
の
御
位
が
常
に
保
証
さ
れ
る
も
の
と
は
考
え
ず
、
三
種
の
神
器
に
備
わ
る

君
徳
を
天
皇
御
自
ら
「
守
護
」
せ
ら
れ
、
君
と
し
て
の
御
責
務
を
果
た
し
て
い
た
だ
く
事
を
望
む
も
の
で
あ
っ
た
事
が
分
か
る
。
式
部
門
弟
も
ま
た
天
皇
が
君
徳
を
持
っ
て
、
万

民
の
為
に
「
祭
政
」
を
担
い
、
国
を
統
治
さ
れ
る
御
責
務
を
果
た
し
て
い
た
だ
く
為
に
、
君
徳
を
涵
養
せ
し
め
る
『
日
本
書
紀
』
御
進
講
に
臨
む
の
で
あ
っ
た
。『
進

講
筆
記
』
を
検
討
す
る
事
で
宝
暦
事
件
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
基
礎
的
作
業
の
一
端
に
な
る
事
は
も
と
よ
り
、
竹
内
式
部
が
『
日
本
書
紀
』
か
ら
説
い
た
特
徴
あ
る

神
学
を
も
明
ら
か
に
す
る
事
で
彼
の
思
想
史
的
研
究
の
補
充
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。 


